
東 京 都 オ リ ン ピ ッ ク 憲 章 に う た わ れ る 人 権 尊 重 の 理 念 の 実 現 を 目 指 す 条 例 （ 平 成 三 十 年 第 百 六 十 九 号 議 案 ）  新 旧 対 照 表 （ 抄 ）  

修    正    案  原        案  

前 文  （ 原 案 の と お り ）  

第 一 条 か ら 第 十 条 ま で  （ 原 案 の と お り ）  

（ 公 の 施 設 の 利 用 制 限 ）  

第 十 一 条  （ 原 案 の と お り ）  

２  知 事 は 、 前 項 の 基 準 を 定 め 、 又 は 改 正 す る と き は 、 審 査 会 の 意 見 を 聴 か な け

れ ば な ら な い 。  

第 十 二 条  （ 原 案 の と お り ）  

（ 拡 散 防 止 措 置 等 に 係 る 審 査 会 の 意 見 聴 取 ）  

第 十 三 条  （ 原 案 の と お り ）  

（ 審 査 会 の 設 置 ）  

第 十 四 条  第 十 一 条 第 二 項 及 び 前 条 各 項 の 規 定 に よ り そ の 権 限 に 属 す る も の と さ

れ た 事 項 に つ い て 調 査 審 議 し 、 又 は 報 告 に 対 し て 意 見 を 述 べ さ せ る た め 、 知 事

の 附 属 機 関 と し て 、 審 査 会 を 置 く 。  

２ （ 原 案 の と お り ）  

第 十 五 条 か ら 第 十 八 条 ま で （ 原 案 の と お り ）   

   附  則  

１ 及 び ２  （ 原 案 の ど お り ）  

３  都 は 、 こ の 条 例 の 施 行 後 三 年 を 経 過 し た 場 合 に お い て 、 こ の 条 例 の 規 定 の 施

行 の 状 況 に つ い て 検 討 を 加 え 、 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 そ の 結 果 に 基 づ い

て 必 要 な 措 置 を 講 ず る も の と す る 。  

前 文  （ 略 ）  

第 一 条 か ら 第 十 条 ま で  （ 略 ）  

（ 公 の 施 設 の 利 用 制 限 ）  

第 十 一 条  （ 略 ）  

 

 

第 十 二 条  （ 略 ）  

（ 審 査 会 の 意 見 聴 取 ）  

第 十 三 条  （ 略 ）  

（ 審 査 会 の 設 置 ）  

第 十 四 条  前 条 各 項 の 規 定 に よ り そ の 権 限 に 属 す る も の と さ れ た 事 項 に つ い て 調

査 審 議 し 、 又 は 報 告 に 対 し て 意 見 を 述 べ さ せ る た め 、 知 事 の 附 属 機 関 と し て 、

審 査 会 を 置 く 。  

２ （ 略) 

第 十 五 条 か ら 第 十 八 条 ま で （ 略 ）  

   附  則  

１ 及 び ２  （ 略 ）  

 


